
平成２４年１月１１日

生徒指導部 交通係

平成 23 年 12 月 24 日午後 9 時 15 分頃、日向市の県道で道路を

横断していた高校生が乗った自転車と軽自動車が衝突するという事

故が発生しました。高校生は頭を打つなど意識不明の重体となり病院

に搬送されましたが、残念ながら後日息を引き取られました。現場の

道路は見通しの良い直線道路で横断歩道や信号はなかったというこ

とです。

本校生徒に係わる平成 23 年 7 月～11 月末に自転車用交通違反警

告カード（イエローカード）の交付件数について都城警察署から連絡

がありました。

無 灯 火 ６件 ４４件 (4.40 倍)

２ 人 乗 り ５件 ２１件 (2.47 倍)

一 時 不 停 止 ２件 ３件 (0.86 倍)

携 帯 電 話 １４件

信 号 無 視 ３件

傘 さ し 運 転 １件

その他（並進など） １件

4 月～6 月と比較すると、交通マナーが悪くなっています。警察官の警告に

従わない場合は交通切符により検挙されることもあります。

また、本校は自転車通学許可制です。運転マナー等で度重なる指導を受ける

生徒については自転車通学許可取り消しもやむを得ません。

交通事故は、命に関わる重大事故に発展する危険性が

高いことを十分に認識して自転車に乗りましょう。

８件 (1.41 倍)
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